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第5議定書は、他方の締約国に勤務する一方の締約国の訪問教
員又は研究者に対して租税の減免を認めるとともに、最新の国

際基準に従って租税条約の濫用防止規定を導入しています。

同議定書で導入されている重要な租税条約の濫用防止規定は

以下の通りです。

（i）従属代理人恒久的施設（以下「DAPE」）の適用範囲拡大

（ii）「主要目的テスト（以下「PPT」）」に基づく一般的な租税条約の
濫用防止規定

納税者は、第5議定書が現行の業務上の取り決め及び運営体制
にどのような影響を与えるか検討する必要があります。必要に応

じて税務専門家へご相談ください。

中国本土と香港が、包括的二重課税防止協
定（CDTA）の第5議定書を締結
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第5議定書

2019年7月19日、中国本土と香港は、包括的二重課
税防止協定（以下「CDTA」）の第5議定書を締結しまし
た。第5議定書に基づく改正は、以下の通りです。

CDTAは非課税または減税の機会を創出
するものではないと強調

第5議定書により、CDTAの元の序文または導入文は、
経済協力開発機構（以下「OECD」）による税源侵食と
利益移転（以下「BEPS」）の行動6（租税条約の濫用防
止）で推奨される文言に沿って置き換えられています。

改訂版は、元の序文と異なり、CDTAの意図が脱税行
為または租税回避による非課税または減税の機会を
創出するものではないと明示しています。特に、第三
国居住者の間接的な利益のため、CDTAの優遇措置
適用を目的としたトリーティー・ショッピングは認められ
ないことを意図しています。

相互協議により個人以外の事業体の二重
居住を解決

現行のCDTAの居住者条項（第4条）では、個人以外の
事業体（企業やパートナーシップなど）の二重居住は、
タイブレーカー・ルールによって解決されます。すなわ
ち、当該事業体は、実質的管理場所が所在する国・地
域の居住者としてみなされます。

第5議定書では、前述のタイブレーカー・ルールが、
ケースバイケースによる相互協議アプローチに置き換
わります。すなわち、個人以外の者が両締約国の二重
居住者である場合、中国本土及び香港の当局は、相
互協議により、 CDTA適用上の居住者とみなされる居
住地を決定するよう努めなければなりません。そのよう
な決定は、当該事業体の実質的管理場所、その設立
や登録場所、及びその他の関連する要素を考慮して
行われる必要があります。そのような協議がない場合、
両締約国の当局が合意する範囲及び方法を除き、当
該事業体は、CDTAによる税制上の優遇措置を受けら
れません。

DAPEの適用範囲拡大

現在、CDTAの恒久的施設条項（第5条）の第5項で
は、一方の締約国における企業の従属代理人が、他
方の締約国において反復的に当該企業を代表して行
動し、当該企業名義で契約を締結する権限を有し、
かつ、反復的にその権限を行使する場合、当該企業
は他方の締約国にDAPEを有するとみなされます。

第5議定書では、「反復的に契約を締結する」という現
在の規定に加え、「当該企業が重要な変更を加える
ことなく、日常的に締結される契約に関し、その契約
締結に繋がる主要な役割を反復的に果たしている」
従属代理人は、DAPEに該当するとみなされます。香
港が中国本土以外の国・地域と署名したCDTAに適
用される、「税源浸食及び利益移転を防止するため
の租税条約関連措置を実施するための多数国間条
約（MLI）」に基づくOECDのBEPS行動7の任意条項は、
香港で適用除外となっていますが、当該変更は
DAPEに関するOECDのBEPS行動7の勧告に沿って
います。

これを踏まえて、第5議定書では、関連する契約につ
いて、（i）その企業が所有する資産の譲渡、あるいは
使用権の許諾に係る契約、又は（ii）その企業による
役務提供に係る契約であると明確に規定しています。

さらに、第5議定書では従属代理人とみなされる範囲
が拡大されています。

現在は、代理人の活動が「完全に又はほぼ完全に契
約当事者である企業の代理人として行われている」
場合のみ、従属代理人とみなされます。第5議定書で
は、代理人が「密接に関連する一企業または複数企
業の代理人として、専属的に又はほぼ専属的に」活
動する場合、従属代理人とみなされます。

「密接に関連する（closely related）」という用語は、
第5議定書において、「関連するすべての事実と状況
に基づき、一方の当事者が他方を管理し、または両
当事者が同じ人物または企業の管理下にある」と広
義に定義されています。

第5議定書は、OECDのBEPS行動7におけるDAPEの
定義を採用していますが、PEの決定において、細分
化禁止規定および契約分割に関連する変更を採用し
ていません。
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全資産に対する土地の割合が高い事業体
の株式又は同等の持分の処分

香港とは異なり、キャピタルゲインは中国本土で課税さ
れます。したがって、香港居住者が中国本土で「全資
産に対する土地の割合が高い（land-rich）」企業の株
式を処分する場合、中国本土で納税義務が発生しま
す。現行のCDTAでは中国本土での課税は免除されま
せん。

第5議定書は、この点について、中国本土の課税権は
企業の株式に限定されず、パートナーシップや信託な
どの他の事業体の同等の持分も含まれると明確に規
定しています。

一方、第5議定書では、「全資産に対する土地の割合
が高い」事業体の定義が若干緩和されています。現行
は事業体の全資産に対する中国本土の不動産の割合
が「50%以上」の場合に対象となりますが、第5議定書
では「50%超」の場合に対象となります。

教員及び研究者に関する新たな条項

第5議定書は、 CDTAに教員・研究者条項（第18条）を
追加しています。この新たな条項に基づき、香港又は
中国本土で雇用され、相手国・地域で教育研究活動に
従事している、資格のある教員又は研究者は、相手
国・地域で3年間免税となります。ただし、関連する所
得は、雇用されている側で課税されます。

このような教員や研究者の所得は、CDTAの第18条
に基づき中国本土では免税となりますが、新たに制定
された内国歳入法のセクション8（1A）（b）及び8（1AB）
の規定に基づき、香港で課税されることに注意が必要
です。教員または研究者が評価期間中に全て香港外
で役務を提供した場合でも香港で課税されます。

PPT導入に伴い、税制上の優遇措置が
認められなくなる可能性

第5議定書により、租税条約の濫用防止規定は、配
当、利子、ロイヤリティ及びキャピタルゲインに関する
条項のみに適用される現行規定から、一般的な規定
（すなわち、CDTAのすべての条項に適用されるPPT）
に置き換わります。

PPTによって、取り決め又は取引の主要目的の一つ
がCDTAに基づく利益確保であると合理的に結論付
けられる場合、CDTAに基づく税制上の優遇措置は
認められません。ただし、 CDTAに基づく利益付与が
CDTAの関連規定の目的に沿ったものであると確立さ
れている場合、PPTは適用されません。

第5議定書の施行日

第5議定書は、関連する批准手続きが完了した暦年
の翌課税年度より施行されます。批准手続が2019
年以内に完了することを前提に、第5議定書は以下
の通り施行されます。

a) 香港：2020年4月1日以降に開始する査定年度

b) 中国本土：2020年1月1日以降に開始する納税
期間

論評

一定の活動を行うために中国本土の代理人に依存し
ている香港居住企業は、第5議定書により、DAPEの
適用範囲が拡大されるため、中国本土内外の事業上
の契約を締結する前に、その状況を再評価する必要
があります。すなわち、代理人の活動が新たなDAPE
の定義に該当し、中国本土の課税対象となるか再評
価することです。

さらに、CDTAに関する税制も再検討が必要です。特
に、PPTは以前の濫用防止規定より要件を満たすこ
とが難しいため、再検討が必要になるでしょう。

納税者は、第5議定書が現行の業務上の取り決め及
び運営体制にどのような影響を与えるか検討する必
要があります。必要に応じて税務専門家へご相談くだ
さい。
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